
町からの
お知らせ

～知って役立つ～

 

⻭
周
病
は
⻭
を
失
う
原
因
第
１
位

で
︑
40
歳
以
上
の
約
８
割
が
か
か
ỵ
て

い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒

 

⾃
覚
症
状
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ま
ま
静

か
に
進
⾏
し
ま
す
が
︑
早
期
発
⾒
・
早

期
治
療
を
お
こ
な
う
こ
と
で
改
善
す
る

こ
と
が
で
き
る
病
気
で
す
︒

 

対
象
者
に
は
受
診
案
内
を
送
付
し
ま

す
︒
町
内
の
⻭
科
医
療
機
関
へ
ご
予
約

の
上
︑
受
診
し
て
く
だ
さ
い
︒

▼
対
象
者

20
歳
︑
30
歳
︑
40
歳
︑
50

歳
︑
60
歳
︑
70
歳
の
⽅
︵
満
年
齢
︶

▼
実
施
期
間　

８
⽉
１
⽇
Ộ
11
⽉
30
⽇

▼
受
診
料

無
料︵
治
療
は
⾃
⼰
負
担
︶

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
役
場 

健
康
増
進
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶２
５
６
４

 

Ｐ
Ｃ
の
基
本
操
作
等
に
つ
い
て
︑
基

礎
か
ら
実
務
に
対
応
で
き
る
応
⽤
知
識

ま
で
を
⼀
貫
し
て
指
導
し
︑
企
業
に
就

労
し
た
際
に
柔
軟
に
事
務
的
業
務
に
対

応
で
き
る
⼈
材
の
育
成
の
た
め
の
訓
練

を
⾏
い
ま
す
︒

▼
募
集
期
間
 

８
⽉
５
⽇
Ộ
10
⽉
３
⽇

▼
訓
練
期
間

11
⽉
６
⽇
Ộ
１
⽉
31
⽇

▼
訓
練
場
所
 

特
定
⾮
営
利
活
動
法
⼈

 

愛
・
あ
い
ネ
ỿ
ト

▼
授
業
料

無
料
︵
教
材
費
は
⾃
⼰
負

担
︶

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
障
害
者
職
業
能
⼒
開
発
校

☎
０
９
９
６︵
44
︶２
２
０
６

 

⿅
児
島
県
弁
護
⼠
会
主
催
の
無
料
法

律
相
談
会
が
実
施
さ
れ
ま
す
︒

 

予
約
制
で
す
が
︑
定
数
に
満
た
な
い

場
合
は
︑
当
⽇
受
付
も
可
能
で
す
︒

▼
日
時
 

８
⽉
23
⽇
︵
⾦
︶

午
後
１
時
Ộ
午
後
４
時

▼
場
所

肝
付
町
役
場
２
階
第
２
会
議
室

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
県
弁
護
⼠
会

☎
０
９
９︵
２
２
６
︶３
７
６
５

 

⼈
権
は
⼈
間
が
幸
福
な
⼈
⽣
を
送

る
上
で
最
も
⼤
切
な
権
利
で
す
︒

 

⽇
常
⽣
活
の
な
か
で
の
様
々
な
悩
み

や
⼼
配
ご
と
つ
い
て
︑
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
︒

【
特
設
人
権
相
談
所
開
設
】

▼
相
談
内
容

 

家
庭
内
・
近
隣
間
の
ト
ラ
ブ
ル
や
相

続
・
⾦
銭
問
題
で
の
悩
み
ご
と
等

▼
日
時
 

８
⽉
６
⽇
︵
⽕
︶

午
前
10
時
Ộ
午
後
３
時

▼
場
所
 

内
之
浦
総
合
⽀
所

▼
日
時
 

９
⽉
３
⽇
︵
⽕
︶

午
前
10
時
Ộ
午
後
３
時

▼
場
所
 

町
コ
ミ
ἁニ
テỻ
セ
ン
タ
ổ

※
電
話
相
談
は
平
⽇
の
午
前
８
時
30
分

Ộ
午
後
５
時
15
分
ま
で
可
能
で
す
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
地
⽅
法
務
局
⿅
屋
⽀
局

☎
０
９
９
４︵
43
︶６
７
９
０

【
こ
ど
も
の
人
権
相
談　

強
化
週
間
】

 

⼦
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
⼈
権
問
題

の
解
決
を
図
る
た
め
の
⼈
権
相
談
活
動

を
強
化
す
る
こ
と
を
⽬
的
と
し
て
︑
専

⽤
相
談
電
話
﹁
こ
ど
も
の
⼈
権
相
談
﹂

強
化
週
間
を
実
施
し
ま
す
︒

 

相
談
の
内
容
は
問
い
ま
せ
ん
︒
相
談

に
は
専
⾨
の
職
員
が
応
じ
︑
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
︒

▼
日
時
 

８
⽉
21
⽇
Ộ
27
⽇

平
⽇ 

午
前
８
時
30
分
Ộ
午
後
７
時

⼟
・
⽇ 

午
前
10
時
Ộ
午
後
５
時

▼
電
話
番
号

こ
ど
も
の
⼈
権
１
１
０
番

☎
０
１
２
０︵
０
０
７
︶１
１
０

︵
全
国
共
通
・
無
料
︶

※
⼀
部
の
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
不
可

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
地
⽅
法
務
局
⼈
権
擁
護
課

☎
０
９
９︵
２
１
９
︶２
１
７
０

歯
周
病
健
診
の
お
知
ら
せ

人
権
に
つ
い
て
相
談
し
た
い

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か

 肝付町では、地区の定住維持と保護者の経済的負担軽減を図
るため、⾼校通学費の⼀部を補助しています。

【対象者】

以下の地区に居住し⾼校に
通学している⽣徒の保護者
・内之浦地区　・岸良地区
・有明地区　　・川上地区

【令和６年度の申請期限】
４〜９⽉分   令和６年９月30日まで
10 〜３⽉分    令和７年３月31日まで

【受付窓口】
内之浦銀河アリーナ・岸良出張所・肝付町⽂化センター

お問い合わせ先　肝付町教育委員会　教育総務課　0994（65）8425

高校通学費補助のご案内高

【補助金額】
 ① 公共交通機関  通学定期券等購⼊額の１／２

② スクールバス  利⽤負担⾦の１／２
 ③ ⾃家⽤⾞・単⾞ 内之浦地区・岸良地区 5,000 円／⽉
           有明地区・川上地区  3,000 円／⽉

肝付町から

通学する皆さ
んに！

居住し⾼校に

【補

 

障
害
者
公
共
職
業
訓
練

訓
練
生
募
集

巡
回
無
料
法
律
相
談
の

お
知
ら
せ

August 2024 8


